
〈学術論文〉 

学校数学図形領域における，証明による命題の全称性の確立 

に関する研究 

－論理的に考える力の育成を目指して－ 

太田 一成1 信州大学大学院教育学研究科 

キーワード：証明，命題，命題の全称性，普遍汎化，証明の適用範囲 

１．研究の意図・目的・意義 

近年，先進諸国において，ジェネリック・スキルとよばれる，21 世紀を生き抜くための汎

用的な資質・能力の育成が求められている(清水, 2012)。我が国でも，「人間力」，「就職基礎能

力」，「社会人基礎力」，「学士力」，「21 世紀型能力」などが提唱され，各教科において汎用的

な資質・能力を育成することが求められている(清水, 2012; 国立教育政策研究所, 2013)。 

21 世紀を生き抜くための汎用的な資質・能力の中でも，論理的に考える力の育成は特に重

視されている。とりわけ「21 世紀型能力」の中核である思考力には，論理的思考力が位置付

けられてその育成が求められ，論理的思考力の例として，演繹，帰納，類推等の推論ができ

ることが挙げられている(国立教育政策研究所, 2013)。 

一方で，学校数学では従来から論理的思考力を育むことに重点がおかれてきた(國宗, 1987; 

杉山, 2010 等)。学校数学における論理的に考える力とは，演繹，帰納，類推等の推論ができ

ることや(文部科学省, 2008)，反例を示して事柄を論駁することができることなどである(国

立教育政策研究所, 2006)。論理的に考える力の中でも，特に，演繹的に推論する力の育成は，

学校数学が担うべき役割の一つとしてこれまでも重視されてきた(杉山, 2010, p. 89, pp. 103-

105)。演繹的に推論する力とは，仮定から出発し，いつでも成り立つと認められた事柄を根

拠2として，結論を導くことができることや，命題の全称性を証明によって確立できることな

どである(國宗, 1987; 文部科学省, 2008)。 

演繹的に推論する力の中でも，命題の全称性を証明によって確立することができることは，

次の二点において重要である。 

第一は，全称性を有する命題だけが，証明の中で根拠となって，別の命題を演繹的に導き

出すという特別な役割を担い得るからである。命題の全称性を証明によって確立することで，

子どもは，証明された命題が全称性を有することを認識できるようになる。そこで，次に，

証明によって全称性を確立したその命題を，別の命題の証明を構成する際に根拠として用い，

演繹的な推論によって新たな事柄を導き出すことができるようになる。そして，こうした証

明活動を繰り返すことによって，さらに新たな事柄を立証したり，事柄が成り立つ理由を説

1 現所属：長野県松本市立信明中学校 
2 本研究において，「根拠」は，「いつでも成り立つと認められた事柄」を指す。 
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明したり，立証した知識を体系化して整理したりすることが可能になる。 

第二は，命題の全称性を証明によって確立することで，「証明の必要性と意味」(文部科学

省, 2008, p. 93)がよりよく理解されるからである。命題の全称性を証明によって確立すること

で，一つの証明によって仮定を満たすすべての図形について命題が成り立つことが認識され

るようになる。そして，実験・実測による方法では仮定を満たすすべての図形について命題

が成り立つかどうかを調べることはできないが，証明によって，仮定を満たすすべての図形

について命題が成り立つことを導くことができることが理解される。このことから，仮定を

満たすすべての図形について命題が成り立つことを導くためには，証明が必要であることが

理解される。それとともに，証明は，仮定を満たすすべての図形について命題が成り立つこ

とを明らかにする方法であることが理解される。 

しかし一方で，先行研究や近年実施されている全国学力・学習状況調査の結果から，図形

領域での証明による命題の全称性の確立に関する子どもの学習状況については，課題がある

ことが明らかになっている(國宗, 1987; 文部科学省・国立教育政策研究所, 2016 等)。 

命題の全称性を証明で確立することに関しては，これまでに，図が付され記号を用いて表

された命題を考察の対象として証明の適用範囲に着目した研究(茅野, 2006)，一般の形で表現

された命題を考察の対象として全称命題を証明する一般的なプロセスに基づいて証明の理解

をみる観点を設定し，学習指導上のポイントを提案した研究(山下, 1977; 中西, 1977; 小関他, 

1976, 1978)，論証の意義の理解についての発達を促進させるための指導を実証的に検討した

研究(國宗, 1987)，数と式領域で記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確立する仕

組みに基づいて，命題及び証明がもつ一般性を保証する仕組みを明らかにした研究(宮川・國

宗, 2015)がなされてきた。 

茅野(2006)は，図が付され記号を用いて表された命題を考察の対象とし，証明の根拠をも

とに結論に対する適切な仮定を定式化する文脈における「発見」に係る生徒の認識を捉える

枠組みとして，根拠が場面の辺の長さや角の大きさに依存するか否かについての認識と，対

象となっている補集合へ考察の対象を移したときの推論の進め方への影響の有無についての

認識を設定している。そして，これらの認識によって，命題をより一般的に述べたり，より

限定的に述べたりすることができるようになることを指摘している。また，学校数学におい

ても，教育的な配慮から図が付され記号を用いて表された命題が，図形領域での証明の教材

として多く用いられている。しかしながら，図が付され記号を用いて表された命題を証明の

対象とした場合には，どんな命題が証明されたかについての子どもの認識は多様になること

も指摘されている(茅野, 2003)。 

一般の形で表現された命題を考察の対象とした小関ら(山下, 1977; 中西, 1977; 小関他, 

1976, 1978)の研究では，全称命題を証明する一般的なプロセスに基づき，証明の理解をみる

観点として，「記号化」，「証明」，「図の代表性の理解」，「文章化」，「論証の意義の理解」の五

つが設定されている。そして，特に「記号化」，「文章化」について，中学生の理解に困難が

あることが指摘され，学習指導上の留意点が示されている。 

また，國宗(1987)では，図形領域において，実験・実測による方法のもつ不十分さを子ども
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が理解できるようにするために有効な活動について，指導内容と指導方法が提案されている。 

さらに，宮川・國宗(2015)では，命題や証明のもつ一般性を保証する仕組みを顕在化させる

ためには，証明の仕組みを記号論理学の立場から考察する必要があることが指摘され，数と

式領域における証明の仕組みについて，記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確

立する仕組みに基づいた考察がなされている。そして，命題及び証明がもつ一般性を扱うた

めには「いつも」「どんな」「すべての」などの限量詞の利用が本質的であることが明らかに

され，指導内容が提案されている。 

しかしながら，命題の全称性を証明で確立することに関するいずれの先行研究においても，

図形領域で命題の全称性を証明で確立するための，規範的な子どもの活動は特定されていな

い。 

図形領域で命題の全称性を証明で確立するための，規範的な子どもの活動を特定すること

は，次の四点において重要である。 

第一は，図形領域で命題の全称性を証明で確立するための，規範的な子どもの活動を特定

することによって，そうした子どもの活動を実現するためのカリキュラム開発や指導法の開

発，証明による命題の全称性の確立に関する評価法の開発に新たな道を開くことが可能にな

るからである。 

第二は，全称命題を証明する場面における，学習指導のあるべき姿に示唆を与えるからで

ある。具体的には，二等辺三角形や平行四辺形の性質などの全称命題を証明する学習場面に

おいて，これまで学校数学においてあまり重要視されてこなかった子どもの活動が新たに明

らかになるからである。このことによって，指導者は，全称命題を証明する学習場面におい

て，新たに明らかになった子どもの活動を実現するための指導法を開発して学習指導に臨む

ことが可能になる。 

第三は，図形領域での証明による命題の全称性の確立に関する子どもの学習状況を改善す

ることに貢献し得るからである。命題の全称性を証明で確立するための活動を特定すること

で，それを実現するためのカリキュラム開発や指導法の開発が可能となる。そして，それら

が進められることによって，命題の全称性を証明で確立するために必要な子どもの活動が実

現し，証明の必要性と意味，とりわけ，全称命題が証明されたと認識している子どもや証明

の一般性を理解している子どもが多くないという学習状況を改善することが期待される。 

第四は，論理的に考える力，とりわけ，演繹的に推論する力の伸長が期待されるからであ

る。命題の全称性を証明で確立するための活動を実現することで，子どもは，証明によって

命題が全称性を有することを認識できるようになる。それだけでなく，子どもは，証明によ

って全称性を確立したその命題を，別の命題の証明を構成する際に根拠として用い，演繹的

な推論によって新たな事柄を導き出すことができるようになる。そして，こうした証明活動

を繰り返すことによって，さらに新たな事柄を立証したり，事柄が成り立つ理由を説明した

り，立証した知識を体系化して整理したりすることが期待される。 

それゆえ，限量詞を用いて一般の形で表現された命題を考察の対象とし，全称命題を証明

する一般的なプロセス，及び，記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確立する仕
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組みに基づいて，図形領域で命題の全称性を証明で確立するための，規範的な子どもの活動

を特定する必要がある。 

以上のことから，本研究では，論理的に考える力の育成を目指して，命題の全称性を証明

で確立することに着目し，図形領域での命題の全称性を証明で確立するために必要な子ども

の活動に焦点を当てることにする。 

本研究の目的は，次の研究課題に答えることである。 

 なお，本研究において，命題の全称性を証明3で確立することとは，命題が論及する図形の

集合を，生成した証明の適用範囲が含むようにすることである。このことについては，第２

章で詳しく述べる。 

２．命題の全称性を証明で確立すること 

2.1 本研究における命題の捉え 

本研究では，命題を，学校数学において広く一般的に扱われている意味に依拠して，仮言

命題「P ならば Q」の構造をもつものと捉え，P を命題の仮定，Q を命題の結論と呼ぶこと

にする。しかし，学校数学で扱われる命題は，「平行四辺形の 2 組の向かい合う辺はそれぞれ

等しい」のように，必ずしも「P ならば Q」の形で表現されたものだけとは限らない。そこ

で，そのような場合には，命題からその仮定と結論を読みとることによって，命題が仮言命

題「P ならば Q」の構造をもつと捉えることにする。

2.2 全称命題と命題が全称性を有することとの区別 

本研究では，全称命題を，ある図形の集合のすべての要素に論及する命題と規定する(千葉・

東・若山, 1980; 近藤・好並, 2011)。そして，命題が全称性を有することを，ある図形の集合

のすべての要素に論及する命題が成り立つことと規定する。全称命題は，単にある図形の集

合のすべての要素に論及する命題であるので，命題が成り立つか否かを含んだ概念ではない。

それゆえ，命題が全称性を有するという場合に，全称命題が成り立つことを含むことにする。 

2.3 命題の全称性を証明で確立する仕組み 

記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確立する仕組みは，次の通りである。ま

ず，命題が論及する集合から一つ選んだある個体 t について証明しようとする命題の仮定が

成り立つ(これを P(t)とする)とする。次に，演繹的な推論の方法を用いて個々の単称命題4の

連鎖によって推論を進め，個体 t についての結論(これを Q(t)とする)を導き，単称命題

(P(t)→Q(t))を証明する。最後に，証明した単称命題(P(t)→Q(t))に普遍汎化の推論規則を適用

3 本研究において，「証明」とは，「いつでも成り立つと認められた事柄を根拠として用いて，命題の仮定か

ら命題の結論を導くこと」である。本研究では，演繹的に推論する力に焦点をあてるので，学校数学で広

く用いられている意味に依拠して，上記のように規定し，「証明」に完全帰納は含めない。 
4 本研究において，「単称命題」は，「ある特定の図形に論及する命題」を指す。例えば，一つの図に示され

た平行四辺形に論及する命題「平行四辺形 ABCD は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」は，ある特

定の平行四辺形 ABCD に論及しているので単称命題である。 

図形領域で，命題の全称性を証明で確立するために，子どもはどんな活動をする必要

があるか。 
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して，全称命題∀x (P(x)→Q(x))を導き，命題の全称性を証明で確立する(高﨑, 2014, p. 136)。 

2.4 普遍汎化の推論規則とその適用条件の意味 

命題の全称性を証明で確立する際の鍵となるのは，普遍汎化の推論規則である(宮川・國宗, 

2015)。普遍汎化の推論規則とは，A(t/x)から∀xA(x)を導く推論規則である(高﨑, 2014)。

普遍汎化の推論規則には，「A(t/x)の依存する仮定の中には，t が自由変数として現れないこ

と」(Lemmon, 2000, p. 185)という適用条件がある。この適用条件の意味は，「t についての命

題が依存している仮定には，t そのものに関する特殊な仮定が含まれていないこと」(Lemmon, 

2000, p. 139)である。論理学の論証では，命題の仮定のみならず，各要素5が成り立つ理由とし

て用いられる事柄がすべて仮定と表現される(宮川・國宗, 2015)。また，t そのものに関する

特殊な仮定とは，一つ選んだある個体 t のみに成り立つ性質のことである(高﨑, 2014)。これ

らのことから，普遍汎化の推論規則の適用条件は，図形領域の証明において次のように解釈

することができる。 

選んだ図形のみに成り立つ性質を，証明の中で各要素が成り立つ理由として用いていな

いこと。 

そして，証明がこの適用条件を満たすときに，命題の全称性が証明で確立される。 

 例えば，命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺の長さが

それぞれ等しい」の全称性を証明で確立するために，平行四辺形全体の

集合から図 1 のような平行四辺形 ABCD を選び，次のように AB＝CD，

BC＝DA を証明したとする。 

対角線 AC をひく。 

△ABC と△CDA において， 

2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので， 

  仮定 AB//DC より，∠BAC＝∠DCA …① 

  仮定 AD//BC より，∠ACB＝∠CAD …② 

共通な辺は等しいので，AC が共通な辺であることから， 

  AC＝CA  …③ 

①②③から，1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同なので， 

  △ABC≡△CDA 

合同な図形では，対応する辺の長さはそれぞれ等しいので， 

  AB＝CD，BC＝DA 

この証明に用いられている事柄は，次の通りである。 

①与えられた 2 点を結ぶ線分をただ一つひくことができる

②平行線の性質「2 直線が平行であるならば，錯角は等しい」

5「要素」は，証明の中である性質をもとに導かれる事柄を指す。論理学の論証では，例えば，「仮定∀x 
(P(x)→R(x))」に∀E規則(普遍例化規則)を適用して得られる「P(t)→R(t)」のような，「仮定」に推論規則を

適用して得られる事柄を指す。また，数学の図形領域の証明では，例えば，「共通な辺は等しいので，AC

＝CA」という場合の「AC＝CA」のような，根拠をもとに導かれる事柄を指す。 

図１
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③仮定 AB//DC，AD//BC 

④共通な辺は等しい 

⑤三角形の合同条件「1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同である」 

⑥合同な図形の性質「合同な図形では，対応する辺の長さはそれぞれ等しい」 

③は命題の仮定，①②④⑤⑥はいつでも成り立つと認められた事柄である。また，対角線

が，それによって分けられた二つの三角形に共通する辺であることも，すべての平行四辺形

について成り立つ事柄である。したがって，この証明には，辺の長さや角の大きさ，辺や角

の位置関係などの，選んだ平行四辺形のみに成り立つ性質を各要素が成り立つ理由として用

いていない。したがって，生成された証明はすべての平行四辺形に適用できるので，この証

明をもとに，すべての平行四辺形について「2 組の向かい合う辺の長さがそれぞれ等しい」

が成り立つと結論付けることができる。つまり，生成された証明が，普遍汎化の推論規則の

適用条件を満たすので，命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺の長さがそれぞ

れ等しい」は成り立つといえる。 

一方，命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺の長さがそ

れぞれ等しい」の全称性を証明で確立するために，平行四辺形全体の

集合から図 2 のような，∠BAC＝60°, ∠DCA＝60°である平行四辺形

ABCD を選び，この平行四辺形のみに成り立つ∠BAC＝60°, ∠DCA＝60°を∠BAC＝∠DCA

が成り立つ理由として用いて，次のように AB＝CD, BC＝DA を証明したとする。 

対角線 AC をひく。 

△ABC と△CDA において， 

2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので， 

AD//BC より，           ∠ACB＝∠CAD …① 

 同じものに等しいものはまた互いに等しいので， 

∠BAC＝60°，∠DCA＝60°より，  ∠BAC＝∠DCA …② 

 共通な辺は等しいので，             AC＝CA   …③ 

 ①②③より，１組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同なので， 

                              △ABC≡△CDA 

 合同な図形の対応する辺はそれぞれ等しいので， 

                              AB＝CD，BC＝DA 

この証明には，選んだ平行四辺形のみに成り立つ∠BAC＝60°, ∠DCA＝60°を∠BAC＝∠

DCA が成り立つ理由として用いているため，生成された証明は，∠BAC＝60°, ∠DCA＝60°

である平行四辺形にしか適用できないので，この証明をもとに，すべての平行四辺形につい

て命題が成り立つと結論付けることはできない。つまり，生成された証明が，普遍汎化の推

論規則の適用条件を満たさないので，この証明をもとに，命題「すべての平行四辺形は，2 組

の向かい合う辺の長さがそれぞれ等しい」が成り立つということはできない。 

2.5 命題の全称性を証明で確立することの捉え 

本研究では，命題の全称性を証明で確立することを，命題が論及する図形の集合を，生成

図２ 
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した証明の適用範囲6が含むようにすることであると規定す

る。なぜならば，生成された証明が普遍汎化の推論規則の適用

条件を満たす場合には，普遍汎化の推論規則を適用することで

命題の全称性が確立されるとともに，命題が論及する図形の集

合を，生成した証明の適用範囲が含んでいることになるからで

ある。また，命題の全称性を証明で確立することをこれら二つ

の集合の包含関係で規定することで，生成された証明が普遍汎化の推論規則の適用条件を満

たさない場合にも，命題の全称性を証明で確立する道が開かれるからである。 

命題の全称性を証明で確立することの概念規定に基づくと，命題の全称性を証明で確立す

る場合には，次の三通りがある。 

第一は，原命題7が論及する図形の集合と生成した証明の適用範囲とが一致する場合である。 

例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそ

れぞれ等しい」の全称性を証明で確立するために，平行四辺形全体の

集合から図 4 のような平行四辺形 ABCD を選び，平行四辺形 ABCD

についての単称命題「四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC な

らば，AD＝BC，AB＝DC である」を次のように証明したとする。 

対角線 AC をひく。 

△ABC と△CDA において， 

2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので， 

仮定 AB//DC より， ∠BAC＝∠DCA …① 

仮定 AD//BC より， ∠ACB＝∠CAD …② 

共通な辺は等しいので，   AC＝CA …③ 

①②③から，1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同なので，          

△ABC≡△CDA 

合同な図形では，対応する辺の長さはそれぞれ等しいので， 

           AB＝CD，BC＝DA 

よって，四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC である。 

生成された証明は，普遍汎化の推論規則の適用条件を満たす。したがって，すべての平行

四辺形について命題が成り立つと結論付けることができるので，上の証明によって，原命題

「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」の，平行四辺形全体の集

合における全称性が確立される。このとき，原命題が論及する図形の集合と生成した証明の

適用範囲は，ともに平行四辺形全体の集合であり，それらは一致している。 

第二は，原命題が論及する図形の集合を，生成した証明の適用範囲が含む場合である。 

                                                   
6 「証明の適用範囲」は，「証明によって命題が成り立つことが立証された図形の集合」を指す。 
7
 「原命題」は，「命題の全称性を証明で確立するための活動の起点で考察の対象とされる，一般の形で表

現された命題」を指す。 

図４ 
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例えば，原命題「頂角が鋭角または直角であるすべての二等辺三角形

は，底辺の両端から対辺におろした垂直な線分の長さが等しい」の全称

性を証明で確立するために，頂角が鋭角または直角である二等辺三角形

全体の集合から図 5 のような二等辺三角形 ABC を選び，△ABC につい

ての単称命題「△ABC において，AB＝AC，かつ，∠A≦90°ならば，BD

＝CE である」を次のように証明したとする。 

直線上にない 1 点からその直線に垂線をひくことができるので，点 B から直線 AC にお

ろした垂線の足を D，点 C から直線 AB におろした垂線の足を E とすると， 

AC⊥BD，AB⊥CE 

△EBC と△DCB において， 

二等辺三角形の底角は等しいので，仮定 AB＝AC より， 

   ∠EBC＝∠DCB    …① 

AC⊥BD，AB⊥CE より，  ∠BEC＝∠CDB＝90° …② 

共通な辺は等しいので，      BC＝CB          …③ 

①②③より，直角三角形の斜辺と 1 組の鋭角がそれぞれ等しいので， 

                       △EBC≡△DCB 

合同な図形では，対応する辺の長さが等しいので， 

                         BD＝CE 

よって，△ABC において，AB＝AC，かつ，∠A≦90°ならば， BD＝CE である。 

生成された証明は，普遍汎化の推論規則の適用条件を満たす。したがって，頂角が鋭角ま

たは直角であるすべての二等辺三角形について命題が成り立つと結論付けることができるの

で，上の証明によって，原命題「頂角が鋭角または直角であるすべての二等辺三角形は，底

辺の両端から対辺におろした垂直な線分の長さが等しい」の，頂角が鋭角または直角である

二等辺三角形の集合における全称性が確立される。このとき，仮定「頂角が鋭角または直角

であること」は証明に用いられていないので，生成した証明の適用範囲は二等辺三角形全体

の集合となり，原命題が論及する図形の集合を，生成した証明の適用範囲が含んでいる。 

なお，これら第一と第二の場合は，概念規定と一致する。 

第三は，生成した証明の適用範囲を原命題が論及する図形の集合が含む場合である。この

場合には，命題が論及する図形の集合を狭めて生成した証明の適用範囲と最低限一致させる

ことで命題の全称性を証明で確立するか，証明の適用範囲を拡げて原命題が論及する図形の

集合と最低限一致させることで原命題の全称性を証明で確立するかの二通りがある。なお，

ここで「最低限」としているのは，この第三の場合に命題の全称性を証明で確立するには，

必ずしも命題が論及する図形の集合が証明の適用範囲の真部分集合になるようにする必要は

なく，二つの集合が一致するところまで命題が論及する図形の集合を狭めたり，証明の適用

範囲を拡げたりすればよいからである。前者の場合，より限定的な命題を生成することで命

題の全称性を証明で確立する。後者の場合，証明を改善することで原命題の全称性を証明で

図５ 
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確立する。 

例えば，原命題「すべての二等辺三角形は，底辺の両端から対辺もし

くはその延長線上におろした垂直な線分の長さが等しい」の全称性を証

明で確立するために，二等辺三角形全体の集合から図 6 のような二等辺

三角形 ABC を選び，△ABC についての単称命題「△ABC において，AB

＝AC ならば，BD＝CE である」を，次のように，△ABD≡△ACE を示

すことによって証明したとする。 

直線上にない 1 点からその直線に垂線をひくことができるので，点 B から直線 AC にお

ろした垂線の足を D，点 C から直線 AB におろした垂線の足を E とすると， 

AC⊥BD，AB⊥CE 

△ABD と△ACE において， 

仮定より，                   AB＝AC …① 

AC⊥BD，AB⊥CE だから，  ∠ADB＝∠AEC＝90° …② 

共通な角は等しいので，     ∠BAD＝∠CAE …③ 

①②③より，直角三角形の斜辺と 1 組の鋭角がそれぞれ等しいので， 

                        △ABD≡△ACE 

合同な図形では，対応する辺の長さが等しいので， 

                         BD＝CE 

よって，△ABC において，AB＝AC ならば， BD＝CE である。 

生成された証明は，∠BADと∠CAEが二つの△ABDと△ACEに共通する角であるという，

頂角が鋭角である二等辺三角形のみに成り立つ性質を∠BAD＝∠CAE が成り立つ理由とし

て用いているので，普遍汎化の推論規則の適用条件を満たさない。生成された証明は，頂角

が鋭角である二等辺三角形にしか適用できないので，生成した証明の適用範囲を原命題が論

及する図形の集合が含んでいる。このとき，前者の場合には，より限定的な命題「頂角が鋭

角であるすべての二等辺三角形は，底辺の両端から対辺におろした垂直な線分の長さが等し

い」を生成することで，命題が論及する図形の集合と証明の適用範囲をともに頂角が鋭角で

ある二等辺三角形の集合に一致させて，命題の全称性を前述の証明で確立する。また，後者

の場合には，△EBC≡△DCB を示す別の証明を生成することで，原命題が論及する図形の集

合と証明の適用範囲を一致させて，原命題の全称性を証明で確立する。 

 

３．命題の全称性を証明で確立するための活動 

第１章で述べたように，本研究では，限量詞を用いて一般の形で表現された命題を考察の

対象とし，全称命題を証明する一般的なプロセス，及び，記号論理学の立場からみた命題の

全称性を証明で確立する仕組みに基づいて，図形領域で命題の全称性を証明で確立するため

の，規範的な子どもの活動を特定する。 

数学の図形領域における，全称命題を証明する一般的なプロセスは，次のようになってい

る(中村, 1971)。 

図６ 
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まず始めに，証明の対象となるものが一般の形で命題として述べられる。なぜならば，証

明しようとする図形の性質を一般の形で述べた命題として表現することによって，それが成

り立つか否かを確定することができるようになるので，それを証明の対象にすることができ

るからである。次に，証明の対象である一般の形で述べられた命題が記号を付けた形で具体

的に述べられる。なぜならば，一般の形で述べた命題のままでは証明を生成することができ

ないからである。次に，記号を用いて証明が行われる。なぜならば，記号を用いることによ

って，普遍例化や仮言三段論法などの演繹的な推論の方法を用いて命題の仮定から結論を導

くことができるからである。最後に，証明すべき命題がもう一度結論として述べられる。な

ぜならば，記号を用いて証明を生成した時点では，証明されたのは，あくまでもかかれた図

について具体的に表現された事柄だからである。それゆえ，普遍汎化の推論を行って，証明

の対象であった一般の形で表現された命題が証明されたことを示す必要がある。 

本研究では，この，全称命題を証明する一般的なプロセスに，第 2 章で述べた記号論理学

の立場からみた命題の全称性を証明で確立する仕組み，及び，命題の全称性を証明で確立す

ることの概念規定を埋め込むことによって，全称命題を証明する一般的なプロセスを，命題

の全称性を証明で確立するプロセスとして強化し，命題の全称性を証明で確立するための，

規範的な子どもの活動を特定する。 

3.1 原命題が論及する集合の確定 

(1) 原命題が論及する図形の集合を確定する 

命題の全称性を証明で確立することの概念規定に基づくと，命題の全称性を証明で確立す

ることとは，命題が論及する図形の集合を，生成した証明の適用範囲が含むようにすること

であるので，命題の全称性を証明で確立するためには，始めに原命題が論及する図形の集合

を確定しておく必要がある。それゆえ，子どもは，始めに原命題が論及する図形の集合を確

定する活動をする必要がある。 

例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」の全称

性を証明で確立したいとする。このとき，いくつかの代表的な平行四辺形や，極端に縦長や

横長の平行四辺形などを表す図をかいて向かい合う辺の長さが等しそうかどうかを調べても，

原命題が成り立ちそうであることが確認される。また，2 組の向かい合う辺がそれぞれ平行

な四角形として，特殊な図形である長方形などを表す図をかいて向かい合う辺の長さが等し

そうかどうかを調べても，やはり，原命題が成り立ちそうであることが確認される。しかし，

「2 組の向かい合う辺がそれぞれ平行な四角形」を満たさない，台形を表す図をかいて向か

い合う辺の長さが等しそうかどうかを調べると，明らかに向かい合う辺の長さは等しくない

ことが確認される。したがって，平行四辺形全体の集合において原命題が全称性を有するで

あろうという確信が強まり，原命題が論及する図形の集合を平行四辺形全体の集合に確定す

ることができる。このことによって，平行四辺形全体の集合において命題が全称性を有する

ことを証明で確立することが可能になる。  

一方で，原命題「すべての平行四辺形は，対角線が垂直に交わる」の全称性を証明で確立

したいとする。このとき，極端に縦長や横長の平行四辺形を表す図をかいて対角線が垂直に
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交わるかどうかを調べると，明らかに対角線が垂直に交わらないことが確認される。また，

2 組の向かい合う辺がそれぞれ平行な四角形として，特殊な図形である長方形などを表す図

をかいて対角線が垂直に交わるかどうかを調べても，明らかに対角線が垂直に交わらないこ

とが確認される。命題が論及する図形の集合の中のある図形について原命題が成り立たない

ことが発見されたので，原命題が論及する図形の集合を平行四辺形全体の集合に確定するこ

とはできない。そのため，この場合には，平行四辺形全体の集合における原命題の全称性を

証明で確立することはできない。 

これらのことから，命題の全称性を証明で確立するためには，子どもは，始めに原命題が

論及する図形の集合を確定する活動をする必要がある。 

3.2 単称命題の生成 

数学の図形領域における，全称命題を証明する一般的なプロセスに基づくと，図形領域の

直接証明では，一般の形で表現された命題を証明するために，その証明すべき命題を，記号

を付けた形で具体的に表現する。また，記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確

立する仕組みに基づくと，直接証明では，命題が論及する集合から一つ選んだある個体 t に

ついて，証明しようとする命題の仮定が成り立つとして，個体 t についての単称命題を証明

する。それゆえ，命題の全称性を証明で確立するためには，原命題を，記号を付けた形で具

体的に述べたある図形についての単称命題として表現しておく必要がある。 

(1) 命題が論及する図形の集合から任意に一つ図形を選び，記号を用いて図に表す 

原命題を，記号を付けた形で具体的に述べたある図形についての単称命題として表現する

ためには，子どもはまず，命題が論及する図形の集合から任意に一つ図形を選び，記号を用

いて図に表す必要がある。 

例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」の全称

性を証明で確立するためには，原命題を，記号を付けた形で具体的に述べたある平行四辺形

についての単称命題として表現する必要がある。そのためには，まず，「原命題が論及する集

合の確定」の際に調べた複数の平行四辺形の図をもとに，命題が論及する図形の集合である

平行四辺形全体の集合から無作為に平行四辺形を一つ選び，それを平行四辺形 ABCD として

図に表す必要がある。 

(2) 選んだ図形についての単称命題を構成する 

次に，子どもは，命題の全称性を証明で確立するために，命題が論及する図形の集合から

一つ選んだ図形についての単称命題を構成する必要がある。そのために，子どもは，原命題

を仮言命題「P ならば Q」の形に表現し直すことによって，原命題の仮定と結論を明確にし，

仮定と結論を，それぞれ記号を用いて表す必要がある。 

例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」の全称

性を証明で確立するために，原命題を，平行四辺形全体の集合から一つ選んだ平行四辺形

ABCD についての単称命題として表現する必要がある。そのために，子どもは，原命題を仮

言命題の形で「四角形が平行四辺形ならば，それらすべての四角形は，2 組の向かい合う辺

がそれぞれ等しい」と表現し直すことによって，原命題の仮定が「四角形は平行四辺形であ
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る」こと，原命題の結論が「それらすべての四角形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等し

い」ことを明確にし，仮定と結論を，それぞれ記号を用いて，「四角形ABCDにおいて，AD//BC，

AB//DC」，「四角形 ABCD において，AD＝BC，AB＝DC」と表す必要がある。こうすること

によって，平行四辺形全体の集合から一つ選んだ平行四辺形 ABCD についての単称命題「四

角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC である」を構成するこ

とができる。そして，仮定「AD//BC，AB//DC」から，演繹的な推論の方法を用いて推論を進

め，結論「AD＝BC，AB＝DC」を導き，単称命題「四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC

ならば，AD＝BC，AB＝DC である」を証明して，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向

かい合う辺がそれぞれ等しい」の全称性を証明で確立することが可能になる。 

3.3 証明の生成 

記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確立する仕組みに基づくと，直接証明で

は，命題が論及する集合から一つ選んだある個体 t についての単称命題を証明するので，図

形領域においても，命題の全称性を証明で確立するためには，子どもは，単称命題について

の証明を生成する必要がある。 

(1) 証明の構想を立てる 

一般に，証明の生成とは，証明の構想を立て，その構想に基づいて証明を構成することで

ある。なぜならば，数学において証明する活動は本来課題探究的であり，少なくとも命題の

生成，証明の生成(構想・構成)，振り返り(解釈・評価・改善)という側面を有しているからで

ある(Miyazaki and Fujita, 2015)。数学において証明を構成しようとする際には，何らかの証明

の構想を立てたうえで証明を構成する。証明の構想を明示することなく証明を構成する場合

もあるが，何ら証明の構想を立てることなく，やみくもに証明を構成することは考えられな

い。一方で，近年，学校数学において，課題解決のための構想を立てて実践し，評価・改善

するという探究的な学びの過程が重視され(文部科学省, 2017, p. 62)，証明学習においても，

子どもが証明の構想を立てることができるようにすることが求められている(文部科学省・国

立教育政策研究所, 2013, p. 114)。それゆえ，命題の全称性を証明で確立することを目指して

単称命題についての証明を生成する場合にも，子どもは，始めに証明の構想を立てる必要が

ある。 

 例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれ

ぞれ等しい」の全称性を証明で確立するためには，平行四辺形全体の集

合から一つ選んだ図 7 の平行四辺形 ABCD についての単称命題「四角

形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC であ

る」の証明を生成する必要がある。そのために，子どもは始めに，次の

ような証明の構想を立てる必要がある。 

❶ AD と BC，AB と DC をそれぞれ 1 辺にもつ二つの三角形が合同であることを示せ

れば，合同な図形の性質を使って AD＝BC，AB＝DC を導くことできる。だから，AD

＝BC，AB＝DC を証明するには，対角線 AC をひき，△ABC≡△CDA を示せばよい。 

図７ 
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❷ △ABC と△CDA について等しい辺や角をみつける。平行線の性質から，∠BAC＝∠

DCA と∠ACB＝∠CAD がいえる。 

❸ ❶と❷を結び付けられそうかどうかを検討する。❷から，三角形の合同条件「1 組

の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同である」を使って，△ABC≡△CDA

を示せそうである。 

(2) 構想に基づいて証明を構成する 

次に，子どもは，原命題の全称性を証明で確立するために，立てた構想に基づいて証明を

構成する必要がある。 

 例えば，子どもは，3.3(1)の構想に基づいて，単称命題「四角形 ABCD において，AD//BC，

AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC である」の証明を，次のように構成する必要がある。 

対角線 AC をひく。 

△ABC と△CDA において， 

2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので， 

仮定 AB//DC より，∠BAC＝∠DCA …① 

仮定 AD//BC より，∠ACB＝∠CAD …② 

共通な辺は等しいので， AC＝CA  …③ 

①②③から，1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同なので， 

          △ABC≡△CDA 

合同な図形では，対応する辺の長さはそれぞれ等しいので，  

AB＝CD，BC＝DA 

よって，四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC である。 

(3) 構成された証明に論理的な誤りがないかどうかを判断し誤りを解消する 

構成された単称命題の証明に論理的な誤りがない場合にのみ，普遍汎化の推論規則を適用

して，命題の全称性を証明で確立することができる。それゆえ，次に子どもは構成された証

明に論理的な誤りがないかどうかを判断し，誤りがある場合にはそれを解消する必要がある。 

例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」の全称

性を証明で確立するために，命題が論及する図形の集合から一つ選んだ平行四辺形 ABCD に

ついての単称命題「四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC

である」を次のように証明したとする。 

対角線 AC をひく。 

△ABC と△CDA において， 

仮定より，        BC＝DA …① 

2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので， 

仮定 AD//BC より， ∠ACB＝∠CAD …② 

共通な辺は等しいので，  AC＝CA …③ 

①②③から，2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しい三角形は合同なので， 
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          △ABC≡△CDA 

だから，      AB＝CD，BC＝DA 

よって，四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC である。 

構成された証明は，①の部分で結論を仮定として用いているため，循環論法に陥っている。

また，△ABC≡△CDA から AB＝CD，BC＝DA を導く際の根拠が示されておらず，これらが

普遍例化の推論によって演繹的に結び付いているとは言い難い。つまり，構成された証明に

は論理的な誤りがあるので，そもそも単称命題が成り立つことを保証できない。したがって，

この場合には普遍汎化の推論規則を適用して命題の全称性を証明で確立することはできない。 

一方で，①の部分を「2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので，仮定 AB//DC より，

∠BAC＝∠DCA」とし，それに伴って用いる三角形の合同条件を修正し，根拠「合同な図形

では，対応する辺の長さはそれぞれ等しい」を示して△ABC≡△CDA から AB＝CD，BC＝DA

を導いた場合には，構成された証明は循環しておらず，普遍例化と仮言三段論法によって，

仮定 AD//BC，AB//DC から，結論 AD＝BC，AB＝DC まで演繹的に結び付いている。したが

って，構成された証明には論理的な誤りがないので，普遍汎化の推論規則を適用して，命題

の全称性を証明で確立することができる。  

このように，命題の全称性を証明で確立するために，子どもは，構成された証明に論理的

な誤りがないかどうかを判断し，誤りがある場合にはそれを解消する必要がある。 

3.4 命題が論及する図形の集合と証明の適用範囲との関係の吟味，及び，命題の限定化また

は証明の改善 

命題の全称性を証明で確立することの概念規定に基づくと，命題の全称性を証明で確立す

るためには，命題が論及する図形の集合を，生成した証明の適用範囲が含むようにする必要

がある。そのために，子どもは，原命題が論及する図形の集合と証明の適用範囲との包含関

係を明らかにし，必要に応じてより限定的な命題を生成したり，証明を改善したりする必要

がある。 

(1) 原命題が論及する図形の集合と生成した証明の適用範囲との関係を明らかにする 

命題の全称性を証明で確立することの概念規定に基づくと，命題の全称性を証明で確立す

ることとは，命題が論及する図形の集合を，生成した証明の適用範囲が含むようにすること

である。それゆえ，子どもは，命題の全称性を証明で確立するために，原命題が論及する図

形の集合と生成した証明の適用範囲との包含関係を明らかにする必要がある。そのために，

子どもは，生成された証明が，普遍汎化の推論規則の適用条件を満たすかどうかを判断する

必要がある。 

例えば，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」の全称

性を証明で確立するために，命題が論及する図形の集合から一つ選んだ平行四辺形 ABCD に

ついての単称命題「四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC

である」を次のように証明したとする。 

対角線 AC をひく。 
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△ABC と△CDA において， 

2 直線が平行であるならば，錯角は等しいので， 

仮定 AB//DC より，    ∠BAC＝∠DCA …① 

仮定 AD//BC より，    ∠ACB＝∠CAD …② 

共通な辺は等しいので，     AC＝CA  …③ 

①②③から，1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同なので， 

            △ABC≡△CDA 

合同な図形では，対応する辺の長さはそれぞれ等しいので， 

               AB＝CD，BC＝DA 

よって，四角形 ABCD において，AD//BC，AB//DC ならば，AD＝BC，AB＝DC である。 

この証明は，あくまでも命題が論及する図形の集合から一つ選んだ平行四辺形 ABCD につ

いての単称命題の証明である。したがって，原命題の全称性を証明で確立するためには，次

のように，原命題が論及する図形の集合と生成した証明の適用範囲との関係を明らかにする

必要がある。 

そこで，証明に用いられている事柄を抽出すると，それは，次の通りである。 

①与えられた 2 点に対し，その 2 点を結ぶ線分をただ一つひくことができる 

②平行線の性質「2 直線が平行であるならば，錯角は等しい」 

③仮定 AB//DC，AD//BC 

④共通な辺は等しい 

⑤三角形の合同条件「1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい三角形は合同である」 

⑥合同な図形の性質「合同な図形では，対応する辺の長さはそれぞれ等しい」 

③は命題の仮定，①②④⑤⑥はいつでも成り立つと認められた事柄である。また，対角線

が，それによって分けられた二つの三角形に共通する辺であることも，すべての平行四辺形

について成り立つ事柄である。したがって，生成された証明は，辺の長さや角の大きさ，辺

や角の位置関係などの，選んだ平行四辺形のみに成り立つ性質を，証明の中で各要素が成り

立つ理由として用いていないので，普遍汎化の推論規則の適用条件を満たす。また，命題の

仮定の中で証明に用いられていないものはないので，原命題が論及する図形の集合と生成し

た証明の適用範囲は，ともに平行四辺形全体の集合であり，それらは一致する。このことに

よって，子どもは，原命題「すべての平行四辺形は，2 組の向かい合う辺がそれぞれ等しい」

の全称性を前述の証明で確立することができる。 

(2) 原命題が論及する図形の集合と証明の適用範囲のどちらの集合に最低限一致させるかを

選択する 

生成した証明の適用範囲を原命題が論及する図形の集合が含む場合には，命題が論及する

図形の集合を狭めて生成した証明の適用範囲と最低限一致させることで命題の全称性を証明

で確立するか，証明の適用範囲を拡げて原命題が論及する図形の集合と最低限一致させるこ

とで原命題の全称性を証明で確立するかの二通りがある。それゆえ，命題の全称性を証明で

確立するために，子どもは，命題が論及する図形の集合を狭めて生成した証明の適用範囲と
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最低限一致させるか，証明の適用範囲を拡げて原命題が論及する図形の集合と最低限一致さ

せるかを選択する必要がある。 

例えば，原命題「すべての二等辺三角形は，底辺の両端から対辺もしくはその延長線上に

おろした垂直な線分の長さが等しい」の全称性を証明で確立するために，命題が論及する図

形の集合である二等辺三角形全体の集合から一つ選んだ二等辺三角形 ABC についての単称

命題「△ABC において，AB＝AC ならば，BD＝CE である」を次のように証明したとする。 

直線上にない 1 点からその直線に垂線をひくことができるので，点 B から直線 AC にお

ろした垂線の足を D，点 C から直線 AB におろした垂線の足を E

とすると，    AC⊥BD，AB⊥CE 

△ABD と△ACE において， 

仮定より，                  AB＝AC …① 

AC⊥BD，AB⊥CE だから， ∠ADB＝∠AEC＝90° …② 

共通な角は等しいので，     ∠BAD＝∠CAE …③ 

①②③より，直角三角形の斜辺と 1 組の鋭角がそれぞれ等しいので， 

                      △ABD≡△ACE 

合同な図形では，対応する辺の長さが等しいので， 

                         BD＝CE 

よって，△ABC において，AB＝AC ならば， BD＝CE である。 

 生成された証明には，∠BAD と∠CAE が二つの△ABD と△ACE に共通する角であること

を用いている。しかし，頂角が鈍角である二等辺三角形の場合には，これらの角は対頂角に

なるので，この証明は成り立たない。つまり，生成された証明には，∠BAD と∠CAE が二つ

の△ABD と△ACE に共通する角であるという，頂角が鋭角である二等辺三角形のみに成り立

つ性質を∠BAD＝∠CAE が成り立つ理由として用いている。したがって，生成された証明は，

普遍汎化の推論規則の適用条件を満たさない。このとき，生成した証明の適用範囲は頂角が

鋭角である二等辺三角形の集合であるので，生成した証明の適用範囲を原命題が論及する図

形の集合が含んでいる。 

 この場合には，命題の全称性を証明で確立するために，命題が論及する図形の集合を狭め

て証明の適用範囲である頂角が鋭角の二等辺三角形の集合に最低限一致させるか，証明の適

用範囲を拡げて原命題が論及する集合である二等辺三角形全体の集合に最低限一致させるか

を選択する必要がある。 

(3) 原証明の中の論駁された補題が成り立つ条件を特定する 

命題が論及する図形の集合を狭めて生成した証明の適用範囲と最低限一致させることを選

択した場合には，より限定的な命題を生成する必要がある。そのためには，命題に付加すべ

き条件を特定することが求められる。それゆえ，子どもは，原証明の中の論駁された補題が

成り立つ条件を特定する必要がある。 

例えば，3.4(2)の二等辺三角形の例において，命題が論及する図形の集合を狭めて生成し

た証明の適用範囲と最低限一致させることを選択したとする。その場合，命題の全称性を証
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明で確立するためには，命題に付加すべき条件を特定することが求められる。そこで，子ど

もは，原証明の中で論駁された補題が「二等辺三角形 ABC では，∠BAD と∠CAE が△ABD

と△ACE に共通する角である」ことを見い出し，この補題が成り立つ条件が「三角形が，頂

角が鋭角である二等辺三角形である」ことを特定する必要がある。このことにより，命題が

論及する集合を頂角が鋭角である二等辺三角形の集合に限定して，命題の全称性を 3.4(2)の

証明で確立することができるようになる。 

(4) より限定的な命題を生成する 

命題が論及する図形の集合を狭めて生成した証明の適用範囲と最低限一致させることを選

択し，原証明の中の論駁された補題が成り立つ条件を特定した場合，命題の全称性を証明で

確立するためには，その特定された条件を命題の条件に付加して，より限定的な命題を生成

することが求められる。それゆえ，子どもは，その特定された条件を命題の条件に付加して，

より限定的な命題を生成する必要がある。 

例えば，3.4(2)の二等辺三角形の例において，原証明の中で論駁された補題が「二等辺三

角形 ABC では，∠BAD と∠CAE が△ABD と△ACE に共通する角である」ことを見い出し，

この補題が成り立つ条件が「三角形が，頂角が鋭角である二等辺三角形である」ことを特定

したとする。この場合には，命題の全称性を証明で確立するために，その特定された「三角

形が，頂角が鋭角である二等辺三角形であること」を命題の条件に付加して，より限定的な

命題「頂角が鋭角であるすべての二等辺三角形は，底辺の両端から対辺におろした垂直な線

分の長さが等しい」を生成する必要がある。このことによって，命題が論及する集合が，証

明の適用範囲である頂角が鋭角の二等辺三角形の集合に一致するので，より限定的な命題「頂

角が鋭角であるすべての二等辺三角形は，底辺の両端から対辺におろした垂直な線分の長さ

が等しい」の全称性を 3.4(2)の証明で確立することができる。 

(5) 証明を改善する 

一方で，証明の適用範囲を拡げて原命題が論及する図形の集合と最低限一致させることを

選択した場合には，原命題が論及する図形の集合を含む適用範囲をもつ証明を生成する必要

がある。それゆえ，子どもは，証明を改善する必要がある。 

例えば，3.4(2)の二等辺三角形の例において，証明の適用範囲を拡げて原命題が論及する

図形の集合と最低限一致させることを選択したとする。その場合には，命題の全称性の証明

で確立するために，証明の適用範囲が，原命題の論及する図形の集合である二等辺三角形全

体の集合に最低限一致するように証明を改善する必要がある。それゆえ，子どもは，頂角の

大きさで三通りに場合分けをしたり，別の二つの△EBC と△DCB が合同であることを示すこ

とで抜本的に別のよりよい証明を考案したりして，証明を改善する必要がある。 

 

４．研究の結論と今後の課題 

4.1 研究の結論 

本研究の結論は，次の通りである。 

図形領域で，命題の全称性を証明で確立するために，子どもは次の活動をする必要がある。 
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Ⅰ 原命題が論及する集合の確定 

Ⅰa 原命題が論及する図形の集合を確定する 

Ⅱ 単称命題の生成 

Ⅱa  命題が論及する図形の集合から任意に一つ図形を選び，記号を用いて図に表す 

Ⅱb 選んだ図形についての単称命題を構成する 

Ⅲ 証明の生成 

Ⅲa  証明の構想を立てる 

Ⅲb  構想に基づいて証明を構成する 

Ⅲc  構成された証明に論理的な誤りがないかどうかを判断し誤りを解消する 

Ⅳ 命題が論及する図形の集合と証明の適用範囲との関係の吟味，及び，命題の限定化ま

たは証明の改善 

Ⅳa  原命題が論及する図形の集合と生成した証明の適用範囲との関係を明らかにする 

Ⅳb  原命題が論及する図形の集合と証明の適用範囲のどちらの集合に最低限一致させ

るかを選択する 

Ⅳc 原証明の中の論駁された補題が成り立つ条件を特定する 

Ⅳd より限定的な命題を生成する 

Ⅳe  証明を改善する 

4.2 研究の意義 

本研究の結論のもつ，研究上の意義は，次の通りである。 

図形領域での命題の全称性を証明で確立することに関する従来の研究の限界は，図が付さ

れ記号を用いて表された命題を証明の対象とした場合には，証明された命題についての子ど

もの認識は多様になること，「記号化」や「文章化」に対応する，規範的な子どもの活動につ

いての考察は行われていないこと，証明を生成する文脈における，図形領域での命題の全称

性を証明で確立するために必要な子どもの活動は考察の対象とされていないこと，図形領域

において，記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で確立する仕組みに基づいて，命

題の全称性を証明で確立するために必要な子どもの活動を特定する研究は行われていないこ

とであった。 

これらに対して，本研究の新規性は，一般の形で表現された命題を考察の対象とし，全称

命題を証明する一般的なプロセス，及び，記号論理学の立場からみた命題の全称性を証明で

確立する仕組みに基づいて，図形領域で証明を生成する文脈における，命題の全称性を証明

で確立するための，規範的な子どもの活動を特定したことである。具体的には，限量詞を用

いて一般の形で表現された命題を考察の対象とし，記号論理学の立場からみた命題の全称性

を証明で確立する仕組みに基づいて，命題が論及する図形の集合を確定して単称命題を生成

する活動と，証明の生成後に命題の全称性を証明で確立する活動の双方を含めた，図形領域

で命題の全称性を証明で確立するための，規範的な子どもの活動を特定したことである。 

また，実践上の意義は，主に次の二点である。 

第一は，全称命題を証明する場面における，学習指導のあるべき姿に示唆を与えることで
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ある。具体的には，二等辺三角形や平行四辺形の性質などの全称命題を証明する学習場面に

おいて，指導者は，原命題が論及する図形の集合を確定して単称命題を生成する活動と，証

明の生成後に命題の全称性を証明で確立する活動に焦点を当てた学習指導を行うことが重要

であることが明らかになったことである。 

第二は，命題の全称性を証明で確立するための活動として，柔軟な子どもの活動を実現し

得ることが示されたことである。具体的には，子どもは，原命題が論及する図形の集合と証

明の適用範囲の包含関係の三通りのどの場合でも命題の全称性を証明で確立する経験ができ

ること，特に，証明の適用範囲を原命題が論及する図形の集合が含む場合にも，より限定的

な命題を生成したり証明を改善したりすることで，命題の全称性を証明で確立する経験をで

きることが示されたことである。 

4.3 今後の課題 

本研究に残された今後の課題は，次の四点である。 

第一は，本研究で特定した，図形領域で，命題の全称性を証明で確立するために子どもが

行う必要のある 11 の活動の順序性の明確化，第二は，「命題の全称性を証明で確立するため

の子どもの活動」を実現するためのカリキュラム開発，第三は，「命題の全称性を証明で確立

するための子どもの活動」を実現するための指導法の開発と実施，その有効性の検証，第四

は，証明による命題の全称性の確立に関する評価法の開発と実施，及び，その成果に基づい

てのカリキュラムや指導法の評価・改善である。 
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